
①①①①

AAAA ②②②②

BBBB ③③③③

④④④④

猶予猶予猶予猶予

税額税額税額税額

⑤⑤⑤⑤

納付納付納付納付

税額税額税額税額

＜納税が猶予される相続税などの計算方法＞

後継者以外の

相続人等が取

得した財産の

価額の合計額

後継者が取得した全ての

財産の価額の合計額

特例の適用を特例の適用を特例の適用を特例の適用を

受ける非上場受ける非上場受ける非上場受ける非上場

株式等の額株式等の額株式等の額株式等の額

ＡＡＡＡ×20％

課税価格の合計額に基づいて計算した相続税の総額のうち、後継者の課税価

格に対応する相続税を計算します。

ＡＡＡＡに対応す

る後継者の

相続税

ＢＢＢＢに対応する後継者

の相続税

後継者の相続税

相続税

の計算

相続税

の計算

相続税の計算

後継者が取得した財産が特例の適用を受ける非上場株式等特例の適用を受ける非上場株式等特例の適用を受ける非上場株式等特例の適用を受ける非上場株式等のみのみのみのみであると仮定

した相続税の総額のうち、Aに対応する後継者の相続税を計算します（債務や

葬式費用がある場合は、非上場株式等以外の財産から先に控除します。） 。

後継者が取得した財産が特例の適用を受ける非上場株式等の特例の適用を受ける非上場株式等の特例の適用を受ける非上場株式等の特例の適用を受ける非上場株式等の20202020％％％％のみのみのみのみである

と仮定した相続税の総額のうち、 Bに対応する後継者の相続税を計算します。

「②の金額」から「③の金額」を控除した残額が「納税が猶予される相続税納税が猶予される相続税納税が猶予される相続税納税が猶予される相続税

（④の金額）」となります。

４

不動産 預貯金

非上場

株式等

など

非上場

株式等

後継者以外の

相続人等が取

得した財産の

価額の合計額

後継者以外の

相続人等が取

得した財産の

価額の合計額

「「「「ＡＡＡＡ」」」」の算定に当たり、後継

者が負担した債務や葬式費用の

金額がある場合には、非上場株

式等以外の部分から先にその金

額を控除して計算します。

◆ 特例の対象となる非上場株式等の数

この特例の対象となる非上場株式等の数は、次のａ、ｂ、ｃの数を基に下表の

区分の場合に応じた数が限度となります。

「ａ」･･･ 後継者（相続人等）が相続等により取得した非上場株式等の数

「ｂ」･･･ 後継者が相続開始の前から保有する非上場株式等の数

「ｃ」･･･ 相続開始の直前の発行済株式等の総数

区 分 特例の対象となる非上場株式等の限度数

１ ａ＋ｂ ＜ ｃ×２÷３の場合 非上場株式等の数（ａ）

２ ａ＋ｂ ≧ ｃ×２÷３の場合

発行済株式等の総数の３分の２から非上場株式等の

数（ｂ）を控除した数（ｃ×２÷３－ｂ）

（注）１ 「非上場株式等」又は「発行済株式等」は、議決権に制限のないものに限

ります。

２ この特例の対象となる非上場株式等は、議決権に制限のないものに限りま

す。

非上場

株式等

非上場

株式等

ステップ２ステップ２ステップ２ステップ２

ステップ４ステップ４ステップ４ステップ４

ステップ３ステップ３ステップ３ステップ３

ステップ１ステップ１ステップ１ステップ１

「「「「ＡＡＡＡ」」」」の算定に当たり、この

特例の適用を受ける非上場株式

等に係る会社等が一定の外国会

社又は医療法人の株式等を有す

る場合には、その外国会社又は

医療法人の株式等を有していな

かったものとして計算した価額

となります。また、上場株式等

を１銘柄につき発行済株式総数

等の３％以上保有する場合につ

いても、その上場株式等を保有

していなかったものとして、計

算した価額となります。

※ 「①の金額」から「納税が猶予される相続税 （④の

金額）」を控除した「⑤の金額（納付税額）」 は、相

続税の申告期限までに納付する必要があります。

課税価格の合計額

「ｃ×２÷３」の計算におい

て、１株（円）未満の端数があ

る場合には、その端数を切り上

げます。
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